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本所が承認する株式事務代行機関の証券代行事業の他社への承継に 

伴う「株券上場審査基準の取扱い」の一部改正について 

 

本所は、別紙のとおり「株券上場審査基準の取扱い」の一部改正を行い、平成 23 年１月１日か

ら施行しますので、御通知いたします。 

今回の改正は、本所が承認する株式事務代行機関のうち、株式会社だいこう証券ビジネスが証

券代行事業を会社分割により他社へ承継されますことから、本所は株券上場審査基準の取扱いに

ついて所要の改正を行うものです。 

 

以 上 



 

株券上場審査基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

２． 第４条（上場審査基準）第１項関係 ２． 第４条（上場審査基準）第１項関係 
 （１）～（９） （略）  （１）～（９） （略） 

 （１０） 株式事務代行機関の設置  （１０） 株式事務代行機関の設置 

  ａ （略）   ａ （略） 

  ｂ 第１０号に規定する株式事務代行機関と

して本所が承認するものは、次のとおりであ

る。 

  ｂ 第１０号に規定する株式事務代行機関と

して本所が承認するものは、次のとおりであ

る。 

   （ａ） （略）    （ａ） （略） 

   （ｂ） 日本証券代行株式会社及び東京証

券代行株式会社 

   （ｂ） 日本証券代行㈱、㈱だいこう証券

ビジネス及び東京証券代行㈱ 

 （１１） （略）  （１１） （略） 
  

付  則  

この改正規定は、平成２３年１月１日から施

行する。 

 

 

 


